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（3）日本まんなか共和国（福井・岐阜・三重・滋賀）
連携の実施

日本のまんなかに位置する４県が、交流・連携によ
る環境重視の地域づくりをめざし、次の取組を進めま
した。
（主なもの）

びわ湖環境ビジネスメッセへの共同出展
産業廃棄物不法投棄対策として県境路上検査
の共同実施、廃棄物担当監視取締連絡調整会
議の開催
富山県、石川県、長野県、愛知県、奈良県を含め
た９県による環境林づくりへの取組や、間伐材の
利用促進など間伐対策についての意見交換

（1）公害防止計画の推進
公害防止計画は、環境基本法第 17 条（平成５

（1993）年 11月までは公害対策基本法第 19 条）
の規定に基づき、公害の防止に係る各種の施策を総
合的に講じて公害の防止を図ることを目的とし、環境
大臣が示す計画策定の基本方針に基づいて関係都
府県知事が作成するものです。

本県においては、昭和 45(1970) 年 12 月に国の
第一次地域として、四日市市、（旧）楠町、朝日町、川
越町の１市３町を計画区域とする四日市地域公害防
止計画が承認されて以来、７期計 35 年にわたり計
画の策定を行ってきました。

平成 18(2006) 年度から 22(2010) 年度までを
期間とする第８期計画からは、四日市市のみが対象
区域となり、その概要は次のとおりです。

ア 計画地域
四日市市 １市

イ 計画の目標
大気汚染、水質汚濁、自動車交通公害等に係る

環境基準等の達成維持
ウ 計画の主要課題
a. 都市地域における大気汚染対策

都市地域における光化学オキシダント等に係る
大気汚染の防止を図ります。

b. 自動車交通公害対策
国道 23 号等の主要幹線道路沿道における二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質等に係る大気汚

•
•

•
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染、騒音の防止を図ります。
c. 四日市地先海域の水質汚濁対策

伊勢湾の COD に係る水質汚濁・富栄養化の防
止を図ります。

エ 主要課題に係る主な施策
ａ．都市地域における大気汚染対策

ベンゼン等（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン及びジクロロメタン）対策として、「特定
化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法律」に基づく大気中への排
出量、廃棄物としての移動量の届出、化学物質管
理指針に基づく事業者による自主管理計画の策定
を促していくとともに、引き続き、大気環境測定を実
施していきます。

また、硫黄酸化物、窒素酸化物、光化学オキシダ
ント及び浮遊粒子状物質対策として、大気汚染防止
法、県条例及び県上乗せ条例に基づく規制基準
等の遵守の徹底を図るため、引き続き、監視指導を
行います。

ｂ．自動車交通公害対策
国道 23 号等の主要幹線道路沿道における交

通公害対策として、自動車排気ガスに係る施策の
推進、低公害車の普及促進や「自動車 Nox・PM
法」の対策地域指定による車線規制等の発生源
対策を実施するとともに、遮音壁の設置等による道
路構造改善対策を実施します。また、交通管制シス
テムやバイパス、立体交差等の整備による交通円滑
化対策を実施するとともに、引き続き、民家の防音
工事等の沿道環境整備対策や監視体制の整備に
努めます。

ｃ．四日市地先海域の水質汚濁対策
伊勢湾水質汚濁・富栄養化防止対策として、「化

学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係
る総量削減計画」に基づき規制基準を強化するな
ど総量規制を引き続き実施するとともに、窒素・燐
の排水基準の遵守の徹底を図ります。

また、生活排水対策として、下水道、合併処理浄
化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント等の
施設整備を進めるとともに、ホームページ「三重の
環境と森林」等を活用して普及啓発を行います。

（2）公害防止計画に係る事業実績
ア 汚染負荷量等の概要

公害防止計画協力工場に係る燃料使用量、硫黄
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た。また、システム改善を行うとともに、各所
属独自のマネジメントを重視する分散管理型へ
と移行を図りました。
平成 20(2008) 年度の３回目の更新では、引
き続き分散管理型システムを堅持し、さらなる
充実をめざすこととしました。
平成 20(2008) 年度における全庁の取組結果
は、平成 18,19 年度の平均を基準として、庁
内オフィスごみは 45トン削減、コピー用紙等使
用量は 32トン削減、温室効果ガスの排出量は
CO2 換算で 245トン削減できました。
ISO14001 に取り組みはじめた平成 11(1999)
年度から、ホームページ等により、その活動結
果を公表してきましたが、平成 14(2002) 年度
からは、他の都道府県にさきがけて、県が事業
体として取り組んできた環境活動の結果を環境
報告書という形で毎年度公表しています。平成
18(2006) 年度には、財団法人地球・人間環
境フォーラム及び環境省主催の第 10 回環境コ
ミュニケーション大賞で「環境報告書部門環境
報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長
賞）」を受賞しました。

三重県では、自ら実施する開発事業について、
その計画を立案する段階から、環境保全に対する
配慮を審議・調整する環境調整システムを運用し、
県開発事業における環境配慮の徹底を図っていま
す。平成 21(2009) 年度には 4 件の開発事業に
ついて審議・調整を行いました。

対象とする開発事業の種類は次のとおりです。
①道路の整備
②河川・ダム等の整備
③海岸の整備
④公有水面の整備
⑤港湾の整備
⑥森林の整備
⑦公園の整備
⑧下水道の整備
⑨水道の整備
⑩農業農村の整備
⑪発電所の整備

•

•

•
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⑫建物の建設
⑬用地の整備
⑭その他

平 成 13(2001) 年 10 月１日に「みえ・グリ
ーン購入基本方針」 を新たに策定し、平成
13(2001) 年度に日常的に購入する全ての消
耗品（単価契約物品）を環境配慮型商品にし
ました。平成 14(2002) 年度からは、物品だ
けでなく、役務や公共工事部門についても数
値目標を定めてグリーン購入に取り組んでいま
す。その後、「三重県リサイクル製品利用推進
条例」や県産材利用推進のための「三重の
木」制度による認定製品について、三重県独自
のグリーン購入の取組とし、これらの優先購入
に努めています。

また、平成 17(2005) 年 4 月に基本方針の
一部改正を行い、事業者の選定にあたっては、
ISO14001 をはじめ、みえ・環境マネジメントシ
ステム・スタンダード（M-EMS: ミームス）等
の導入により適切な環境マネジメントを行ってい
ることなども考慮し、事業者に対して環境保全
活動への積極的な取組を働きかけています。

さらに、平成 18(2006) 年 7 月に、基本方
針の前文に「ごみゼロ社会の実現」 や「地
球温暖化の防止」の視点を追加し、三重県庁
ISO14001 の環境方針と整合を図りました。

・公用車については、「三重県低公害車等技術
指針」を平成 20(2008) 年 4 月に改正し、よ
り一層の低公害車の導入を進めています。
・県庁の各機関を結んだ情報ネットワークとリサ
イクルセンターを利用したリサイクルシステムを
構築し、各部署で不要になった物品の情報交換
と有効利用を行っています。
・平成 12(2000) 年 5 月には、グリーン購入ネ
ットワーク主催の「第 3 回グリーン購入大賞」
を受賞しました。

•

•

•

•

5−3組織的な取組を進める三重県庁の
グリーン購入
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第5章 共通施策

●
環
境
保
全
の
総
合
的
取
組
の
推
進

市町等におけるISO14001ネットワーク化の促進
市町が率先して環境保全に取り組むことは、地域
での環境保全活動の推進に大きな効果がある
ことから、ISO14001 等の EMS 認証取得や、そ
の効果的な運用について支援してきました。
平成 21(2009) 年度は、市町の環境経営の促
進の一環として、地球温暖化対策に関する市町
担当者会議を1 回開催しました。また、地球温暖
化対策の進め方検討会議を3 回開催し、市町と
の間で意見交換を実施しました。

•

•

5−4市町における環境経営の促進




